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 このハンドブックは、尚絅大学・尚絅大学短期大学部で開講される授業について、授業

実施の方法、シラバスに記載することが望ましい項目及びその記載方法について示すも

のです。このハンドブックをご覧いただき、新しい視点を取り入れた授業が実施されるこ

とを期待しています。 

 平成１９年７月に大学設置基準が改正され、学士課程において「人材養成の目的」及び

「教育目標」の明確化が求められました。さらに、各教育組織における教育課程では、

「教育目標」を達成するための詳細や方法を明示することが重要であり、個々の授業科目を

教育課程に明確に位置づけることも求められています。 

平成２９年度シラバスより追加した「事前・事後学修、期間中の学修」、「事前・事後

学修の目安」項目についても設定方法や定義について記載しておりますのでご参照下さい。

個々の授業科目の概要や計画を示すシラバスは、学生の学修を支援するためのアウト ラ

インであり、その役割は学修の案内と学修への動機づけとなります。 

そのため、学生が授業を履修するにあたり、授業を受講する場合に何が求められるのか、

到達目標はどのように設定されているのか、評価の方法や課題提出の有無等について、

学生が理解できるよう記載する必要があります。 

本ハンドブックを大いに活用し、シラバスの内容のより一層の充実に努めていただければ

幸いです。

  はじめに  



 

2 
 

②シラバスの役割について 

 

 

 

 
 

 
 

各授業科目の詳細な授業計画をシラバスと言います。各授業科目の目的や到達目標、概要、成

績評価方法と基準、授業計画等についての具体的な指示、教科書・参考文献等が記載されており、

学生が履修する科目を選択したり、学修計画を立てる上で基本となるものです。「大学（教員）

と学生との契約書」と言っても過言ではありません。 

毎週の授業の進度（１５回の授業計画）は、受講者の人数等に応じて、適宜変更される場合は

ありますが、「到達目標」や「成績評価」は、その授業の最も基本的な契約事項として、授業

開始後に変更することはできません。本学では授業計画についても、変更する場合には教授会で審議

を行い、承認後に学生への説明及び変更後シラバスの配付を行っています。 

 

 
 

◆ 授業を選ぶために必要 

選択科目を選択する際には、学生便覧に掲載している「科目名」だけでは

どのような授業が行われるのかわかりません。 

シラバスは、学生が授業を履修するうえで必要不可欠な情報源です。 

◆ 学修計画を立てるのに必要 

学生は、シラバスの情報（到達目標や成績評価の方法・基準・授業計画等） か

ら、その授業科目の単位を取得するためのどのような事前・事後学修が求めら

れるのか、どの程度の時間を目安に学修に取り組めば良いのかを把握します。 
 

◆ 授業計画の立案 

担当している授業の「到達目標」や「評価方法」等を見直し、「授業計画」を立

てます。各回の授業内容の計画は、設定した「到達目標」に学生を導くための実

行計画になります。 

◆ 授業内容の共有 

教員間で、お互いの授業目的・目標・内容等を確認・共有することができ

ので、学部、学科での整合性のとれた一貫性のある教育カリキュラム構築につ

なげることができます。 

◆ 大学設置基準への対応 

大学設置基準には、「成績評価基準等の明示等（第25条の2関係）」として、事前

に年間の授業計画を学生に示すことが定められています。 

シラバスを作成・公開することは、大学としての義務となりました。 

 

（１）シラバスの意義・目的 

①シラバスとは 

  大学教育とシラバスとの関連  
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②シラバスとの関連 

 

 

 

 
 

 
大学では学部又は学科ごとにその教育上の目的を踏まえて、「三つのポリシー」を定めること

が、学校教育法施行規則、大学設置基準、学位規則にて義務づけられています。 

 

 

三つのポリシー 
 

 

 

 

  

 

なかでも、シラバス作成にあたり、大きく関係しているのがカリキュラム・ポリシーとディプ

ロマ・ポリシーです。認証評価機関は「ディプロマ・ポリシーが明確であり、それをPDCAサイク

ル（Plan- Do-Check-Action) の中で実効あるものにするための、カリキュラム・ポリシーが機

能しているか」を大学に求めます。つまり、教育の目的を明示した上で、その目的の達成を図るカリ

キュラムと授業を整備し、かつ、公平で客観的な評価システムをもって達成度を測り、学生に対し

て学位の質の保証を行う必要があるという事です。 

 

カリキュラム・ポリシーに基づいて作られた教育課程では、ディプロマ・ポリシーを実現する

ために必要な資質・能力の育成を行います。従って、別の授業では、必要な資質育成の一部を担

うことになり、そのことは具体的にはシラバスの中の「到達目標」として示されます。 

学生は、個別の授業科目を受講し、そこで課される到達目標を達成することで単位を修得します。 

最終的に２年間あるいは４年間の授業で身に付けた資質・能力がディプロマ・ポリシーを達成

していると認められて卒業が認定されることになります。 
 

①カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーとは？ 

三つのポリシー 

ⅰディプロマ・ポリシー……卒業の認定に関する方針 

ⅱカリキュラム・ポリシー…教育課程の編成及び実施に関する方針 

ⅲアドミッション・ポリシー…入学者受け入れに関する方針 

ディプロマ 

アドミッション カリキュラム 

シラバス 

「到達目標」達成 

「到達目標」達成 

「到達目標」達成 

「到達目標」達成 

「到達目標」達成 

単位認定 

単位認定 

単位認定 

単位認定 

単位認定 

ディプロ

マ・ポリシ

ーの達成 
 卒業認定 

カリキュラ

ム・ポリシー 

（２）カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーとの関連について 
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（３）各学部、学科の３つのポリシー 

 
 

 

 

 

１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

現代文化学部は、建学の精神のもと、教育研究の目的に則り、以下の能力を身につけ、所定の

単位を修得した学生に卒業を認定し、「学士(文学)」の学位を授与します。 

(1)日本語および外国語の運用力に基づく、高度なコミュニケーション力を修得している。 

(2)伝統的および現代的な日本文化に関する深い知識に基づき、古代から現代に至る日本文化を調

査・分析する能力を修得している。 

(3)高度情報化とグローバル化が進行した日本の地域社会・地域文化、および東アジアの社会文化

に関する幅広い知見に基づき、日本社会・文化に関する諸問題を調査・分析する力を修得して

いる。 

(4)上述の能力を総合的に活用して、ビジネスや行政の場で協働して問題を解決できる。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 

 現代文化学部は、学則に掲げる目的に基づき、高度情報化とグローバル化が進行する 日本社

会・文化に関する調査・分析能力を育成すべく、以下のような方針でカリキュラムを編成します。 

(1)教養教育は、情報処理、統計学、外国語科目、日本語運用力関連科目を提供し、大学での学び

および社会で必要とされている基本的スキルを育成します。 

(2)専門教育科目は、教養教育科目からの橋渡しになる科目として1年次から専門導入科目を置き

ます。 

(3)２年次後期からは、共通実践科目および実践外国語科目、さらに文化を様々な角度から分析す

る視座を確立する４つの領域（文芸文化領域、情報メディア文化領域、日本・東アジア社会文

化領域、観光文化領域）を設けます。 

(4)共通実践科目は、高度情報化とグローバル化が進行する地域社会・文化の問題を発見し、協働

してその解決を提供する能力を育成することを目的とした科目群であり、基本的に、アクティ

ブ・ラーニング科目によって構成します。 

(5)実践外国語科目は、実践的な外国語運用能力育成を目的とします。 

(6)文化を様々な角度から分析する視座を確立する領域として、文芸文化領域、日本・東アジア社

会文化領域、観光文化領域、そして情報メディアおよび現代的なサブカルチャーに関する分析

能力を育成する情報メディア文化領域の４つの領域を置きます。 

(7)文化理解の視座を確立することを目的とする4領域に関しては、卒業後の進路に応じて、2つの

領域を組み合わせた形で学修を提供すべくデザインします。 

(8)卒業研究に関しては、各領域から1名ずつの指導教員を配置し、多面的な見方から文化を分析

する能力を育成します。

☆現代文化学部現代コミュニケーション学科（2020年度・2019年度・2018年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 
 文化言語学部は、建学の精神のもと、教育研究の目的に則り、コース別に以下の能力を身につけ、所定の単位を修得

した学生に卒業を認定し、「学士（文学）」の学位を授与します。 

【日本語日本文学コース】 

(1) 日本文学、日本文化、書道文化、日本語・日本語教育に関する幅広い知識を身につけ、多文化共生が進む地域社会に

貢献できる。 

(2) 日本文学、日本文化、書道文化、日本語・日本語教育に関する専門的な学修を踏まえて、課題を発見し、解決できる。 

(3) 演習や卒業論文執筆を通して、課題解決能力と高度な日本語コミュニケーション力を身につけ、広く社会に貢献できる。 

【現代コミュニケーションコース】 

(1) 幅広い教養とグローバル社会に対応できる日本・諸外国の社会・文化・歴史等に関する専門的知識を有し、コミュニ

ケーション力と人間力豊かなリーダーシップを発揮して社会に貢献できる。 

(2) 地域や国際社会の抱える諸問題を発見し、グローバル・グローカル・ローカルな視点で的確に分析して解決する方法

を提案し、問題解決に参画できる。 

(3) 外国語（英語・中国語・韓国語）の高度な運用能力を備え、それぞれの言語圏に関する研究と国際交流を通じて幅広

い異文化理解力を身につけ、国際的視野に立って活躍できる。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 
 文化言語学部は、学則に掲げる目的に基づき、文化と言語を重視した教育と研究を行い、現代社会に有為な人材の育

成を目指して、教養教育と専門教育の連携及び資格取得の科目を系統的に展開できるように、以下のような方針でカリキ

ュラムを編成します。 

(1) 教養教育科目は、幅広く深い教養を身につけるために、教養基礎・文化・社会・科学・体育・外国語の６つの科目領域

を設け、現代の社会人として求められる多様な基礎知識を修得できるカリキュラムを設定します。また、低年次からキャ

リアデザイン科目を充実させ、学生一人一人が、女性として自らの夢を実現する力を身につけられるようサポートしま

す。 

(2) 教養教育科目は、主に1、2年次に履修し、より高度な教育内容（教養教育科目、専門教育科目）を段階的に学修でき

るように設定します。教養科目でも1年次からゼミナール形式の教育を行うことで、大学生としての基礎力やコミュニ

ケーション力を培うとともに、専門教育の学修に必要なアカデミックスキルの修得を目指します。 

(3) 専門教育科目は、日本語日本文学、現代コミュニケ－ションの各コースで専門分野について体系的に深く学べるよう

に科目を編成します。各コースの特性や学修目標に応じて、「必修科目」「選択必修科目」「選択科目」の区別を

設け、専門学修の成果として、全員が卒業研究に取り組むことができるように設定します。 

(4) 専門での学修に加え、教職課程（中学国語・高校国語・高校書道）、司書課程（司書・司書教諭）、日本語教員養

成講座を設け、また、秘書士・上級秘書士・情報処理士の資格が取得できる科目を設定し、社会の即戦力となるた

めの力を養います。コース別に以下のようなカリキュラムを編成します。 

【日本語日本文学コース】 

(1) 専門の日本語学、日本語文学、漢文学だけでなく、書道をはじめとする日本の伝統・文化を理解する力を身につける

科目や、学際的で幅広い視野をもって履修できる科目を設定します。 

(2) 日本語学、日本語文学、漢文学、日本語教育について概論や文学史のような基礎的科目を踏まえたうえで、専門的な

科目（講義・講読・演習）への履修を配置します。 

(3) 各講義・演習等を踏まえたうえで、深く学修する分野を選択して「卒業論文」の作成に至る構成となっています。

卒業論文指導も毎週の指導に加え、中間発表会（複数回）、卒業論文要旨発表会を行い、後輩にも参考になるよう

な指導を行います。 

(4) 学科の専門教育と連動する形で、教員免許状（中学国語、高校国語、高校書道）を取得する教職課程や、日本語教員

養成講座のほか、図書館司書、司書教諭、秘書士、情報処理士といった資格取得のための科目群を設置します。 

【現代コミュニケーションコース】 

(1) 実践的なコミュニケーション力を身につけるために、４つの領域「社会理解」「サービスラーニング」「情報・ビジ

ネス」「日本語・外国語」に重点を置きます。 

(2) 現代の社会や異文化について理解し専門的知識を習得するために「社会理解」領域の科目を配置するとともに、

「サービスラーニング」領域の科目で体験型授業を採り入れ、社会における課題を自ら発見し解決に取り組む能力

を段階的に培います。 

(3) 「情報・ビジネス」領域の科目では、現代社会に対応できるスキルや専門的知識を修得するばかりでなく、ビジネス

実務士や上級秘書士、上級情報処理士などの資格取得に繋げます。 

(4) 社会で求められている日本語表現力を高めるとともに、外国語（英語・中国語・韓国語）の基礎を固め、さらに高度

な実践的運用力を修得することを到達目標とし、「日本語・外国語」領域で科目を体系的に配置します。 

☆文化言語学部文化言語学科（2017年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

 生活科学部は、建学の精神のもと、教育研究の目的に則り、以下の能力を身につけ、所定の単

位を修得した学生に対して卒業を認定し、「学士（栄養学）」の学位を授与します。 

(1)幅広い社会的関心と教養を有するとともに、栄養・食品・医療・教育等に関する先進的な専門

的知識を修得している。 

(2)食に関する知識を基盤とした実践的技能を有するとともに、科学的に情報を分析・活用できる 

能力と、専門的知識や豊かな人間性に基づく優れたコミュニケーション力を身につけている。 

(3)専門職としての役割を理解し、社会的責任感と倫理観を備え、自主的自律的に研鑽に努めつつ

社会に貢献しようとする態度を備えている。 

(4)積み上げてきた体系的知識・技能及び最新の知見を総合的に捉え、保健・医療・福祉・食品・

教育・行政等の専門分野の課題に対して的確な考察・判断を行う能力をもち、専門職 業人とし

て他職種との連携のもと、実践に移す能力を身につけている。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 

 生活科学部は、学則に掲げる目的に基づき、ディプロマ・ポリシーで示す能力を修得させるた

め、以下のような方針でカリキュラムを編成します。 

(1)大学教育への円滑な導入を図る初年次教育として、自主的思考力を涵養し、汎用的技能と専門

的知識の修得に必要な基礎学力を身につけるための科目を配置します。 

(2)幅広く深い教養を培い、豊かな情操や高い倫理観を涵養するために、教養教育科目を配置しま

す。 

(3)栄養士養成課程及び管理栄養士養成課程として必要な科目を中核とし、管理栄養士に必要な高

度な専門的知識・技能を育成するために、専門教育科目（専門基礎分 野及び専門分野）を段階

的、系統的に展開します。また、適切な態度・倫理観、さらにそれらを背景としたコミュニケ

ーション力を育成するために、実験・実習・演習を体系的に配置します。 

(4)栄養士・管理栄養士としての創造的思考力・判断力、社会性、協調性を育成するために、専門

的知識と技能の統合的・実践的学修の場として、「管理栄養士総合演習」「臨地実習」「卒業

研究」を配置します。 

(5)栄養教諭（一種）が備えるべき教育学的見識と十分な指導・教育力を育成するために、教養教

育および専門教育と連動するかたちで、教育職員免許状取得を目指す教職課程を設置します。 

(6)食品衛生監視員（任用資格）、食品衛生管理者（任用資格）その他の資格を取得するための科

目を配置します。 

  

☆生活科学部栄養科学科（2020年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

 生活科学部は、建学の精神のもと、教育研究の目的に則り、以下の能力を身につけ、所定の単

位を修得した学生に対して卒業を認定し、「学士（栄養学）」の学位を授与します。 

(1)幅広い社会的関心と教養を有するとともに、栄養・食品・医療・教育等に関する先進的な専門

的知識を修得している。 

(2)食に関する知識を基盤とした実践的技能を有するとともに、科学的に情報を分析・活用できる 

能力と、専門的知識や豊かな人間性に基づく優れたコミュニケーション力を身につけている。 

(3)専門職としての役割を理解し、社会的責任感と倫理観を備え、自主的自律的に研鑽に努めつつ

社会に貢献しようとする態度を備えている。 

(4)積み上げてきた体系的知識・技能及び最新の知見を総合的に捉え、保健・医療・福祉・教育・

行政等の専門分野の課題に対して的確な考察・判断を行う能力をもち、専門職 業人として他職

種との連携のもと、実践に移す能力を身につけている。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 

 生活科学部は、学則に掲げる目的に基づき、ディプロマ・ポリシーで示す能力を修得させるた

め、以下のような方針でカリキュラムを編成します。 

(1)大学教育への円滑な導入を図る初年次教育として、自主的思考力を涵養し、汎用的技能と専門

的知識の修得に必要な基礎学力を身につけるための科目を配置します。 

(2)幅広く深い教養を培い、豊かな情操や高い倫理観を涵養するために、教養教育科目を配置しま

す。 

(3)管理栄養士に必要な高度な専門的知識・技能を育成するために、専門教育科目（専門基礎分 

野及び専門分野）を段階的、系統的に展開します。また、適切な態度・倫理観、 さらにそれら

を背景としたコミュニケーション力を育成するために、実験・実習・演習を体系的に配置しま

す。 

(4)栄養士・管理栄養士としての創造的思考力・判断力、社会性、協調性を育成するために、専門

的知識と技能の統合的・実践的学修の場として、「管理栄養士総合演習」「臨地実習」「卒業

研究」を配置します。 

(5)栄養教諭（一種）が備えるべき教育学的見識と十分な指導・教育力を育成するために、教養教

育および専門教育と連動するかたちで、教育職員免許状取得を目指す教職課程を設置します。 

☆生活科学部栄養科学科（2019年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

 生活科学部は、建学の精神のもと、教育研究の目的に則り、以下の能力を身につけ、所定の単

位を修得した学生に対して卒業を認定し、「学士（栄養学）」の学位を授与します。 

(1)幅広い社会的関心と教養を有するとともに、栄養・食品・医療・教育等に関する先進的な専門

的知識を修得している。 

(2)食に関する知識を基盤とした実践的技能を有するとともに、科学的に情報を分析・活用できる

能力と、専門的知識や豊かな人間性に基づく優れたコミュニケーション力を身につけている。 

(3)専門職としての役割を理解し、社会的責任感と倫理観を備え、自主的自律的に研鑽に努めつつ

社会に貢献しようとする態度を備えている。 

(4)積み上げてきた体系的知識・技能及び最新の知見を総合的に捉え、保健・医療・福祉・教育・

行政等の専門分野の 課題に対して的確な考察・判断を行う能力をもち、専門職業人として他

職種との連携のもと、実践に移す能力を身につけている。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 

 生活科学部は、学則に掲げる目的に基づき、ディプロマ・ポリシーで示す能力を修得させるた

め、以下のような方針でカリキュラムを編成します。 

(1)初年次教育として、学修技術や自主的思考力を身につけ、かつ、汎用的技能や専門的知識の修

得に必要な基礎学力を身につけるための教育科目を設置し、大学教育への円滑な導入を図りま

す。 

(2)幅広く深い教養を培い、豊かな情操や高い倫理観を涵養するために、「教養教育科目」を設置

します。 

(3)管理栄養士に必要な高度な専門的知識・技能を育成するために、「専門教育科目」（専門基礎

分野及び専門分野）を段階的、系統的に展開します。また、適切な態度・倫理観、さらにそれ

らを背景としたコミュニケーション力を育成するために、実験・実習・演習 を体系的に配置し

ます。 

(4)栄養士・管理栄養士としての創造的思考力・判断力、社会性、協調性を育成するために、専門

的知識と技能の統合的・実践的学修の場として、「管理栄養士総合演習」「臨地実習」「卒業

研究」を設置します。 

(5)栄養教諭（一種）が備えるべき教育学的見識と十分な指導・教育力を育成するために、教養教

育および専門教育と連動するかたちで、教育職員免許状取得を目指す教職課程を設置します。 

☆生活科学部栄養科学科（2018年度・2017年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

 総合生活学科は、建学の精神のもと、講義、演習、実技および実験・実習を通して以下の素

養・能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、「短期大学士（生活学）」

の学位を授与します。 

(1)文化・社会や自然に関する知識を体系的に理解するとともに、主体的な学びを通して豊かな人

間性を培い、良識のある社会人としての教養や態度を身につけている。 

(2)生活に関連する情報、福祉・健康、アパレル・インテリアの領域において専門的知識・実践的

技能を身につけ、実生活に活かし役立てることができる。 

(3)自らの倫理観・職業観を確立し、現代社会の諸問題に対して主体的に考え、行動することがで

きる。 

(4)様々な手法による情報活用能力を身につけ、様々な人々とコミュニケーションをとりながら、

自らの意見を適切に表現し、良好な人間関係を発展させることができる。 

(5)多様な立場の人々を理解するとともに協力しあい、地域社会に貢献することができる。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 

 総合生活学科は、学則に掲げる目的に基づき、より良い家庭・地域の創造に貢献する人材を育

成するために、以下のような方針でカリキュラムを編成します。学習成果は、ポートフォリオや

ＧＰＡ等を用いて測定します。 

(1)教養科目と専門教育科目を、段階的に基礎を固め、その上に専門的知識を積み上げられるよう

系統的に配置します。この中には、初年次教育の一環としての基礎科目や総合演習科目も含み

ます。 

(2)さまざまな思考様式や価値観があることを理解し、良識ある社会人として求められる汎用的能

力と専門の学修に必要不可欠な基礎学力を養うことを目的として教養科目を設置します。教養

科目は、「教養基礎」「外国語」「人間と社会」および「自然と生命」の各領域から構成され

ます。 

(3)専門教育科目は、キャリア教育を含め、ビジネス社会に必要な知識・技術を身につける「医 

療事務・情報ビジネス」、福祉現場等で必要な知識・技術を身につける「福祉ウェルネス」、

ファッション・インテリア業界等で求められる知識・技術を習得する「生活デザイン」の３つ

の領域に区分します。これら３つの領域の専門知識を習得するとともに技術を身につける ため、

講義の他に演習や実習科目を配置します。 

(4)実践力を伸ばすために「インターンシップ」や「卒業演習」等の科目を配置します。 

(5)地域社会で貢献できる女性を育成するために「女性と社会」や「ボランティア実習」等の科目

を配置します。 

☆総合生活学科（2020年度・2019年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

 食物栄養学科は、建学の精神のもと、講義、演習、実技および実験・実習を通して以下の素

養・能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、「短期大学士（食物栄養

学）」の学位を授与します。 

(1)文化・社会や自然・生命に関する広い知識を身につけている。 

(2)食物、栄養および健康に関する深い専門的知識を身につけている。 

(3)食物、栄養および健康に関する諸問題に対して興味・関心を持ち、自ら分析・解決するための

思考・判断力を身につけている。 

(4)食を通じて人々の健康の増進・疾病の予防に貢献するための実践的技能を身につけている。 

(5)多様化する社会の要求に柔軟に対応するための豊かな表現力とコミュニケーション力を身につ

けている。 

(6)知識を基にさまざまな思考様式や価値を理解し、知を高める主体的な意欲・態度を身につけて

いる。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 食物栄養学科は、学則に掲げる目的に基づき、健康づくりの担い手としての思いやりと責任感

を併せ持ち、そのうえで幅広い知識・技術・能力を身につけた実践力のある栄養士を育成するた

め、以下のような方針でカリキュラムを編成します。学習成果は、ポートフォリオやＧＰＡ等を

用いて測定します。 

(1)教養科目と専門教育科目を、段階的に基礎を固め、その上に専門的知識を積み上げられるよう

系統的に配置します。 

(2)さまざまな思考様式や価値観があることを理解し、良識ある社会人として求められる汎用的能

力と専門の学修に必要不可欠な基礎学力を養うことを目的として教養科目を設置します。教養

科目は、「教養基礎」「外国語」「人間と社会」および「自然と生命」の各領域 から構成され

ます。「教養基礎」領域には、初年次教育を目的とした科目も包含されます。また、教養科目

の中で、学科での教育において特に重要な科目を必修科目とします。 

(3)栄養士法施行規則に基づき、専門教育科目を「社会生活と健康」「人体の構造と機能」「食品

と衛生」「栄養と健康」「栄養の指導」および「給食の運営」の６領域に区分します。さらに、

質の高い栄養士の育成を目的として「その他関連項目」を配置します。 

(4)専門教育科目のうち、栄養学的専門知識とその理論を習得する上で必須と位置づけられる科目

を必修科目とします。さらに、選択科目の中でも特に栄養士業務を遂行する上で習得が必須と

なる科目を「栄養士免許必修科目」として設置します。栄養士免許必修科目は卒業要件とはな

らないが、栄養士免許取得には必須となる科目です。 

(5)専門教育科目の中に、栄養学の理論と知識を基礎とし、さらに栄養士としての実践的能力およ

び技術を身に付けるための実験・実習科目を設置します。具体的な到達目標は、「食品、調理

素材の特性や地域性を生かした献立作成能力と調理技術の修得」「疾病の予防と治療のための

食事療法の理解と実践能力の育成」「成長期の子どもから高齢者までのライフステージ別の特

徴に応じた栄養管理法の修得」および「大量調理における衛生管理や対象者の嗜好に配慮した

給食の運営方法の修得」です。また、２年次には実践活動の場として３箇所（学校・保育所、

事業所および病院）での校外実習を行います。これらの専門教育科目は学生の能動的学修の充

実を図るものであり、同時にキャリア教育の一環としても位置づけます。 

☆食物栄養学科（2020年度・2019年度入学生） 
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１．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 

 幼児教育学科は、建学の精神のもと、講義、演習、実技および実験・実習を通して以下の素

養・能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、「短期大学士（幼児教育

学）」の学位を授与します。 

(1)保育・教育に関する基本的な理解ができている。 

(2)子ども権利、福祉についての見識、問題意識が備わっている。 

(3)子どもの成長、発達、健康、保健、食などについて、生活や活動を発展・充実させるための総

合的な理解ができている。 

(4)子どもの表現や遊び、生活・活動等を豊かにする保育・教育の実践的な技量が備わっている。 

(5)子どもの発達や子どもを取り巻く環境などを理解し、適切に対応しようとする態度が備わって

いる。 

(6)保育についての実践と省察を重ね、保育者としての資質・能力が備わっている。 

(7)保育の世界や地域社会に関わる態度と意欲が備わっている。 

 

２．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

  

 幼児教育学科は、学則に掲げる目的に基づき、また幼稚園教諭、保育士及び保育教諭を養成す

る学科として、保育に関する専門的・実践的な能力の育成と、専門職としての保育者及び社会人

として相応しい教養、判断力、人間性等の向上を目指し、以下のような方針でカリキュラムを編

成します。その学習成果は、ポートフォリオやＧＰＡ等を用いて測定します。 

(1)幅広く深い教養を身に付けるための教養科目と、専門的知識・技能を身に付けるための専門教

育科目を初年次から段階的・系統的に配置します。 

(2)さまざまな思考様式や価値観があることを理解し、良識ある社会人として求められる汎用的能

力と専門の学修に必要不可欠な基礎学力を養うことを目的として教養科目を設置します。教養

科目は、「教養基礎」「外国語」「人間と社会」および「自然と生命」の各領域から構成され

ます。 

(3)専門教育科目では、教職に関する法令及び「指定保育士養成施設の指定及び運営に関する基準」

に基づき、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得を目指し、必要とされる知識・技能を、

各分野において基礎から系統的に深めるとともに、保育実習や教育実習での実践とも関連づけ

て学ぶことができるように科目を配置します。 

(4)個性ある保育者を養成するために、保育に必要とされる各領域の専門性を高める選択科目を設

置します。また各自が特に専門領域について学びを深めるための必修科目として小グループの

ゼミ形式で行われる専門研究を設置します。 

(5)保育者としての知識・技能を深め、理論と実践の融合を図るため、附属こども園及び学外の認

定こども園、幼稚園、保育所、児童福祉施設等での実習を、法令等に基づき、適切な時期に配

置します。 

(6)２年次後期には、２年間の学修成果を統合するとともに、各自が履修カルテにより学修状況を

振り返り、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格を取得するにあたっての長所を確認し、課題

を克服することができるよう「保育・教職実践演習」を設置します。 

☆幼児教育学科（2020年度・2019年度入学生） 
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☆P(Plan)  計画…授業の狙い・範囲の設定、到達目標の設定、シラバス（授業計画）の作成等 

☆D(Do)    実施…授業の実施、理解度の確認（アセスメントテスト等）、確認テスト等 

☆C(Check) 評価…学力調査、授業評価・オープンクラスウィーク等からのフィードバック等 

☆A(Action) 改善…授業内容の点検・見直し、教材の再検討、カリキュラムと当該授業との関連

性の確認・見直し及び再配置の検討、次年度シラバスに反映等 

 

  

 大学設置基準第25条の3に「大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的

な研修及び研究を実施するものとする。」と定められており、授業におけるPDCAサイクルを日常

の授業改善活動の基本に位置づけることで、大学設置基準に対応することとなります。 

 カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーとの関連について（P.3）に挙げたように三つ

のポリシーに沿って学び、主体的に考える力を持ち、未来を切り拓いていく人材を育成する大学

教育の実現を目的としています。 

 授業の改善を図るためには、教員間の共通の視点が必要です。共通の視点に基づいて共通理解や

情報の共有を十分に行いながら授業改善を図ることで、授業計画や教育課程の見直しを行い、一貫

性や系統性のある指導を効果的に 

行うことが可能となります。 

ＰＤＣＡサイクルの具体的な内容については

大学評価基準にて定められており、以下の 

基準は、全て根拠資料をもとに挙証する 

    
 
 

ことが求められています。 

Ｐ…達成しようとする基本的な成果等が明確に定められているか。 

Ｄ…授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

Ｃ…学生が身に付ける学力・資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして、教育の成果や

効果が上がっているか。点検・評価を行っているか。 

Ａ…点検・評価の結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され機能しているか。 

  

 

（２）PDCAサイクルによる授業改善の意義・目的 

  １．PDCAサイクルとシラバスの関係性  

（１）授業におけるPDCAサイクル 

D o 
授業実践 

Action 
授業計画改善 

 
シラバス（授業計画）作成 

Check 
学力調査・授業評価 

より良い授業づくり 
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科目名 単位数 担当者 履修年 学期 授業形態 履修区分 

       

授業概要 
 

キーワード  

到達目標  

受講生に 

望むこと 

 

事前・事後学修 

期間中の学修 

 

課題と評価 

の方法 

 

授業と学位授与方針（DP)との関連 

DP1 
  

DP2 
  

DP3 
  

DP4 
  

回 授業計画 事前事後学修の内容と目安 

1 

・ 

・ 

・ 

15 

16 

 

 

 

 

 

（定期試験） 

 

関 連 科 目  

資 格  

教  科  書  

参 考 資 料  

連  絡  先  

オフィスアワ

ー 
 

備 考 
 

（３）シラバスフォームとシラバス記入例 



 

14 
 

 

 

（記入例） 

 

 

科目名 単位数 担当者 履修年 学期 授業形態 履修区分 

（仮）保健・医療システム概論 2 △△△△ 2 年 前期 講義 必修 

授業概要 

保健福祉医療の関係法令をベースにして、保健医療福祉施策がどのような意図の基に立案され、実施されて

いるかを中心に解説する。栄養士・管理栄養士に関係する保健福祉医療制度について理解できるよう、 

具体的事例等の資料を提示しながら講義を進め、さらにグループワークを取り入れ、知識の定着化を図る。 

キーワード 保健福祉、健康増進、老人保健、精神保健 

到達目標 
保健福祉医療の歴史、諸制度、行政の取り組みとその機能を理解することができる。 

保健・福祉・医療それぞれの領域に於ける管理栄養士の役割を理解することができる。 

受講生に望むこと 保健福祉医療の関係法令 

事前・事後学修

期間中の学修 

事前学修：自学学習用にレジュメを配布するので、それを用いて事前学修をすること。 

事後学修：各種法令及び制度について、書籍・インターネット等からまとめを行うこと。 

期間中の学修：厚生労働省のホームページ等に国の施策や実施要領等が開示されているのでダウンロードし

て活用すること。 

課題と評価の方法 
課題：授業期間中に３回レポート課題を求める。（次回授業時に返却する。） 

定期試験 60％、レポート提出 40％ 

授業と学位授与方針（DP)との関連 

DP1 
幅広い社会的関心と教養を有するとともに、栄養・食品・医療・教育等に関する先進的な専門的知識を習得

している。 

 

DP2 
食に関する知識を基盤とした実践的技能を有するとともに、科学的に情報を分析・活用できる能力と、専門

的知識や豊かな人間性に基づくすぐれたコミュニケーション力を身につけている。 

 

DP3 
専門職としての役割を理解し、社会的責任感と倫理観を備え、自主的自律的に研鑽に努めつつ社会に貢献し

ようとする態度を備えている。 ◎ 

DP4 
積み上げてきた体系的知識・技能及び最新の知見を総合的に捉え、保健・医療・福祉・教育・行政等の専門

分野の課題に 
対して的確な考察・判断を行う能力をもち、専門職業人として他職種との連携のもと、実践に移す能力を身
につけている。 

 

DP5 
  

回 授業計画 事前事後学修の内容と目安 

1 

2 

・ 

・ 

15 

16 

講義内容のガイダンス 

保健福祉医療行政の法的基盤 

 

（中略） 

総括  

定期試験  

 
事前に配布する資料の下調べをしておくこと。(事前1時間、事後1時間) 

（中略） 

事前に配布する資料の下調べをしておくこと。(事前1時間、事後1時間) 

関 連 科 目 社会福祉概論 

資 格 管理栄養士国家試験受験資格、栄養士免許 

教  科  書 保健医療福祉行政総論 □□□出版 

参 考 資 料 
保健医療福祉システムハンドブック □□□出版 

その他、必要な資料等はその都度配布する。 

連  絡  先 九品寺キャンパス １号館 5 階 研究室 メールアドレス：○○@shokei-gakuen.ac.jp 

ｵ ﾌ ｨ ｽ ｱ ﾜ ｰ 前期…水曜日 3 限目・金曜日 2 限目 後期…火曜日 4 限目・木曜日 3 限目 

備 考 

【実務経験のある教員】行政の現場での実務経験に基づき、保健医療福祉政策の実際や制度について解説する。 

【アクティブ・ラーニング】第2回目の授業でテーマに基づき班ごとでディスカッションを行う。 

その他、【ICTを活用した双方向型授業】、【ICTを活用した自主学習支援】、【オープン教育リソース】 
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免許・資格取得要件 

 

 

＊科目名 ＊キーワード ＊事前・事後学修の内容と目安 

＊単位数 ＊到達目標 ＊関連科目 

＊担当者 ＊受講生に望む事 ＊資格 

＊履修年 ＊事前・事後学修、期間中の学修 ＊教科書 

＊学期 ＊課題と評価方法 ＊参考資料 

＊授業形態 ＊学位授与方針(DP)との関連性 ＊連絡先 

＊履修区分 ＊授業回数 ＊オフィスアワー 

＊授業概要 ＊授業計画 ＊備考（実務経験のある教員が行う授業、ア

クティブ・ラーニングの要素を含む授業等） 
 

担当する授業科目名を入力します。学生便覧に掲載されている正式な名称で入力して下さい。 
 

卒業要件における、履修区分を入力します。また、資格取得に係る必

修科目については（ ）内に○○必修と入力して下さい。 

（例）選択（栄免必修） 

 

15回の授業の全体像を把握できるよう、授業の概要を具体的に入力します。授業のテーマや、授

業を開講する目的等、学部、学科で定めたディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキ

ュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に沿うよう入力して下さい。 
 

 授業概要の理解補助キーワードを３つ程度入力します。 

この授業を履修し学修することで何ができるようになるのか、どのような能力が身に付くのかを学

生を主語にして具体的に示します。「到達目標」は、基本的に「行動目標」の形で設定します。 

「評価方法」に対応づけることになるので、測定や評価が可能な形で設定する必要があります。一

般的に、「～を理解する」という到達目標を設定しがちですが、「理解する」という表現は抽象的

な表現です。教員側の「理解したか？」と、学生の「理解した！」の間に、コミュニケーション・

ギャップが生じる可能性が出てきます。 

 具体的に、どのレベルまで、何ができるようになるのか、を示して下さい。 

（５）シラバス各項目記載方法 

①科目名 

卒業要件 

②履修区分 

③授業概要 

④キーワード 

⑤到達目標 

（４）シラバス記載項目 
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 受講上の注意点、受講態度、授業に対する姿勢、学生に身に付けてもらいたい能力等を入力し

ます。 
 

学生が当該授業を履修するにあたり、事前・事後学修及び履修期間中に、どのような事前学修

が求められているのか、後学修として何をすればよいのか、履修期間中にどのような学びをする

ことが求められるのかという視点で入力して下さい。 
 

単位数 標準学修時間 授業回数 授業時間 学内での学習時間 学外での事前事後学修の時間数 

１単位 ４５時間 ８回 ２時間 １６時間 ２９時間（授業1回あたり3.6時間） 

１単位 ４５時間 １５回 １時間 １５時間 ３０時間（授業1回あたり2時間） 

１単位 ４５時間 １５回 ２時間 ３０時間 １５時間（授業1回あたり1時間） 

１単位 ４５時間 １５回 ３時間 ４５時間 ０時間 

２単位 ９０時間 １５回 ２時間 ３０時間 ６０時間（授業1回あたり4時間） 

※３単位以上の科目は、学外での実習と卒業研究であり標準学修時間を満たす内容であることから、記載を

省力します。 

▼△▼学修時間を求める記入例▼△▼ 

＜事前学修＞ 

・事前に次回授業の範囲を指定するので、テキスト及び参考図書を活用し、理解しておくこと。 

・次回授業の範囲について各自ノートにまとめておくことを求める。 

・実験（実習）の手順について、理解しておくこと。 

・授業終了後に次回授業レジュメを配布するので、事前に次回授業の内容について調べること。 

＜事後学修＞ 

・授業期間中にミニテストを行うので、毎回復習を行うこと。 

・レポートを課す。次回授業にて提出を求める。また、返却されたレポートで振り返りを求める。 

・実験（実習）の記録を作成することを求める。 

・まとめノートを作成すること。 

＜期間中の学修＞ 

・参考図書を指定するので、授業期間中に理解を深めること。 

・新聞やニュース等から○○に関連する話題を抽出し、記録しておくことを望む。 

・日頃から家庭でも調理を行うこと。（調理） 

・1日30分程度はパソコンに触れ、キーボード操作と文書作成を心掛けること。（情報） 

   「事前・事後学修、期間中の学修」の記載はなぜ必要？             

 大学設置基準21条では「1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準

とする」と定義しています。このことを文部科学省では『単位の実質化』として、学修時間を確保すること

を求めており、本学では各授業科目における学生の学修時間についてシラバスに記載することとしています。 

 例えば、半期2単位の授業科目では90時間の学修をもって単位を認められることになりますが、その内訳

として、学内での講義（2時間×15回=30時間）と事前・事後の学修及び授業期間中の学習（60時間）の合計

90時間が求められる学修時間になります。 

 

 

 

 

⑥受講生に望む事 

⑦事前・事後学修 期間中の学修 

１単位４５時間 

講義・演習 １コマ（２単位） 

１単位４５時間 

２単位 

９０時間 

授業 

２時間×１５回 ３０時間 

事前・事後学修 

期間中の学修  ６０時間 
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 評価は、定期試験、実技試験、確認テスト（ミニテスト）、課題やレポートの内容と提出状況等に

ついて、具体的に入力します。 

・外部試験を活用する場合は、その内容を記載して下さい。 

・授業中に課題を求める場合には、課題をフィードバックすることをお願いします。 

・授業中に課題を求めない場合には、最終の授業時に「まとめ」又は「講評」を行うようお願いしま

す。 

 なお、受講態度及び授業への参加については出席回数ではなく、授業に対して積極的に関わってい

ることが評価対象であることを明記して下さい。 

 当該授業科目が各学部学科の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）とどのように関連して

いるのか示しています。 

 各回の授業の具体的な「学修内容」を入力します。大学設置基準により、大学は事前に年間の授

業計画を示すことが求められていますので、全１５回（または全８回）の授業計画を入力して下さ

い。 

※授業形態が「講義」「演習」「実験」「実習」「実技」のいずれの形式であっても、以下の４

点に留意し、入力して下さい。 

①定期試験を実施する場合は、必ず16回目に「試験」を記載すること。 

②定期試験を実施しない場合（レポート、課題提出等）、15回目に「まとめ」「総括」を実施す

ること 

③学外学修を行う場合は、実施回、テーマ（内容）及び実施場所を入力すること。 

（学外学修には、学内の申し合わせがあります。詳しくは教務課にお尋ねください。） 

④アクティブ・ラーニングの要素を含む授業を開講すること。 

・PBL（課題解決型学習） 

・反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態） 

・ディスカッション、ディベート 

・グループワーク 

・プレゼンテーション 

・実習、フィールドワーク 

  

 授業計画右側の「事前事後学修の内容と目安」の欄については、「事前事後学修・期間

中学修」欄に入力した学修に要する時間を記載して下さい。 

 授業の範囲や事前に調べておく内容、授業後の課題作成を考慮して、設定して下さい。 事前事

後学修の内容と目安欄は、授業毎に必要な事前事後学修の具体的な学修内容（資料の 下調べ、学

生同士のディスカッション、専門家へのヒアリング等）と合計時間を記載してください。 

（例：○○についてレポートにまとめること 等） 

 ⑦にて授業外学修は60時間必要と述べましたが、全ての時間を事前・事後学修に充てる必要は

ありません。期間中の学修時間を含めて設定してください。 

⑨学位授与方針との関連性 

【アクティブ・ラーニング】とし、どのよ

うな授業を行うのか記述してください。 

⑩授業回数及び授業計画 

⑪事前・事後学修の内容と目安 

⑧課題と評価の方法 
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 受講時に必要な前提知識や、履修済みであることが望ましい関連科目等を入力します。また、

受講後に履修することが望ましい科目等を入力して下さい。 
 

 取得可能な資格、受験を推奨する試験等について入力します。 

（例）教職必修、情報処理士必修、栄養士、管理栄養士国家試験受験資格、保育士必修等 
 

 「教科書」欄には、授業内で使用する教科書を入力します。シラバス記載内容を基に教科書発

注作業をいたしますので、教科書名、著者名、出版社名等を記載して下さい。 

 「参考資料」欄には、授業内容をより詳しく理解する為、学生に自主的に読んで欲しい図書や、資料

を入力します。 
 

 電子メールアドレス、キャンパス、研究室の場所（建物名階数）、等を入力します。 

 詳細な連絡先の記載が難しい場合は、「武蔵ヶ丘キャンパス教務課」または「九品寺キャンパ

ス教務課」と記載して下さい。 
 

 授業を履修している学生からの質問や相談を研究室にて受ける日時を入力します。 

時間割が確定していない等の理由によりオフィスアワーの設定が難しい場合は、「初回講義日に

通知する」等、学生への周知方法を記載して下さい。 

また、非常勤講師として授業をご担当いただいている先生は、「授業の前後に質問を受け付け

る」や「質問等があれば連絡先に記載されたメールアドレスにて対応する」など、学生が質問や相

談ができる方法を記載して下さい。 

  

 ○上述の項目以外に学生へ周知する必要がある事項を入力します。例えば学外学修に参

加する場合の交通費や授業時間外に見学を行うことがある等の内容が該当します。 

 （例：学生の交通費は自己負担とする。現地集合、現地解散とする。学外学修にかかる費用は

自己負担とする。） 

 ○実務経験のある教員は【実務経験のある教員】と記載したうえで、どのような授業を行うの

か具体的に記載してください。 

⑬資格 

⑭教科書・参考資料 

⑮連絡先 

⑯オフィスアワー 

⑰備考 

⑫関連科目 
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パソコンのインターネットのブラウザ(InternetExplolar、FireFox等）に、次のアドレスを入

力します。 

 https://gakumu.shokei-gakuen.ac.jp（httpの後ろの「s」を忘れないようにしてください） 
 

  

 ユーザーＩＤとパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。 
 

 

 

「シラバス登録」メニューは、シラバス作成期間中以外は表示されていません。次年度の授業が

システムに登録された後、ボタンが表示されます。 

※次年度のシラバス登録は、例年１２月～３月に登録を依頼しています。 

 

（１）UNIVERSAL PASSPORTへのシラバス登録 

①UNIVERSAL PASSPORTへのアクセス 

②システムへのログイン 

   ログイン成功画面  

③シラバス登録 

３．教務システム(UNIVERSAL PASSPORT) 
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 上部に「編集可能なシラバスがありません」というメッセージが表示されます。 

 ①シラバス一覧の年度を「2020年度」として下さい。 

 ②「検索」のボタンをクリックして下さい。 

   

  ④編集したい項目のタイトルをクリックすると入力画面が表示されます。 

  入力後は、「確定」ボタンをクリックして下さい。全項目の入力終了後は右下「公開待ち」

をクリックで、登録完了となります。 

 

① 2019 ② 

③シラバス登録を行う授業科目をクリックして下さい。 

先生毎に 2020年度に開講する授業名を表示しています。 

開講曜日は、時間割確定後に教務課にて修正します。 

 ③ 

 

 

④シラバスを新規登録する場合 
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 次年度のシラバスを作成する際には、本年度開設している授業からシラバスをコピーすること

ができます。（コピー元は「公開シラバス」を選択して下さい。） 

 

 

 クラス毎の授業を作成する場合は、１クラス分のシラバスを作成された後、コピーして各クラ

ス分のシラバスを登録して下さい。（コピー元は「編集シラバス」を選択して下さい。） 

⑤前年度のシラバスをコピーして登録する場合 
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 履修登録は、シラバスと学期始めのオリエンテーションにて配布する時間割表を基に、

UNIVERSALPASSPORTを利用し、前期（４月）・後期（１０月）の２回に分けて実施します。 

授業開始から2週間後を履修登録締切とし、さらに1週間後を履修辞退締切としています。 
 

  

 

 履修辞退締切後、履修者確定となります。確定した履修者は以下の手順で、名簿として閲覧・

印刷することができます。 

 ①授業関連にマウスのカーソルを合わせると「履修者名簿」が表示されるのでクリックします。 

 ②「授業一覧」の画面では、ログインしている教員の授業が表示されるので、該当する授業を

クリックすると「履修者一覧」が表示されます。 
 

① 

② 

履修者名簿を印刷する場合は、 
「履修者一覧」右下の「印刷」 
ボタンをクリックして下さい。 

 

履修登録

締切 

 

履修登録

確定 
 履修登録 

（１）履修登録の時期と履修者名簿について 

  ４．授業の実施について  
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１年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則としていま

す。出張や出講で授業を休講する場合は、必ず補講を実施して下さい。また、休講が事前に決ま

っている場合には、速やかに「講義変更届」を教務課へご提出下さい。体調不良等で急遽休講と

する場合にも、後日必ず届け出るよう、お願いいたします。 

 

「講義変更届」 

☆授業を休講・補講する際に提出して下さい。 

☆ゼミごとに分かれて実施する科目につい 

ても、必ず提出して下さい。授業科目欄に

は「基礎セミナー（●●ゼミ）」と記入し

て下さい。 

「会議室・講義室使用届」 

☆通常授業時に使用している教室を変更し、 

実施する際に提出して下さい。 

各種届出書類は、事務室に備え付けています。 

Wordデータが必要な場合は、教務課課員まで 

お声かけ下さい。 

（２）授業の実施、休講、補講、講義室変更について 
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 初回講義開始前に、「出席簿」と「履修者名簿」をお渡しいたします。授業15回分の出欠確認

を必ず行って下さい。全講義終了後は、出席簿を教務課までご提出下さい。 

○遅刻の取扱いについて 

・授業開始後20分以内の入室は遅刻とします。 

・遅刻「3回」は欠席「1回」とカウントします。 

○欠席の取扱いについて 

・授業開始後20分以降の入室は欠席とします。 

・感染症等で欠席の場合は「出席停止」とみなします。 

・欠席が全授業の3分の1を超えた場合、単位を認定することができません。 

（15回で実施する講義の場合、欠席回数が5回を超過した場合、定期試験の受験資格を喪失しま

す。） 

 

  

 本学では、学修効果を上げるため、英語に関して習熟度別授業を実施しています。入学前オリ

エンテーション時に行う英語のミニテストを基にクラスを編成します。 

 

アクティブ・ラーニング（Active Learning)とは、教員による一方向的な講義形式の授業とは

異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学修法のことを言います。 

学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識を含め

た汎用的能力の育成を図ります。発見学修、問題解決学修、体験学修、調査学修等も含まれま

すが、教室内でのグループディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンテーシ

ョン、フィールドワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法です。 

 アクティブ・ラーニングは、座学の「講義」や「読書」よりも「学修定着率」が高いと言われ

ています。「知識」ではなく「姿勢」を身に付けるという目標もあるため、「主体的」に学修する

ことが求められますが、アクティブ・ラーニングでは学生自身が自分の言葉で発言する必要があるた

め、自ずと事前学修を行う習慣がつくことが望めます。 

②習熟度別授業の実施 

③アクティブ・ラーニングについて 

①出席管理について 

（３）授業の進め方 
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 定期試験実施の有無、実施希望日、補講実施有無を以下の様式で調査いたします。 前期は６月、

後期は１２月にメールにてお知らせし、教務課にて日程調整をします。希望日については、基本的

に通常時間割と同様の日程でお願いしています。 
 

 

 

 追試験は、定期試験の欠席者で、病気、忌引及び就職試験など正当な理由があると大学が認め、

その受験手続を終えた学生に対して行います。ただし、評点は９割とします。 

 再試験は、当該学期の定期試験又は追試験の成績が不合格となった授業科目について、授業担

当者が再試験実施を承認し、かつ、その受験手続を終えた学生に対して行います。 

 評点は６０点を超えないものとします。 

 再試験を実施いただく場合には、教務課よりメールにてお送りする所定の様式に該当者を 記入

し、再試験発表日前日までにお知らせ下さい。再試験発表日は３日間を予定しています。 
 
 

  

 定期試験が授業内容に対する学生たちの習熟度を測るのに適しているのに対して、レポートは履修者

の自主性を尊重し、特定のテーマを掘り下げて考察してもらうのに有効な方法です。 

 ただし、インターネットからのコピー、ペースト対策としては、引用のルールを徹底 させ

るほか、レポート課題を授業内容に関連させて提示し、扱うべき論点をいくつか具体的に指

示するなどの工夫が必要です。 

平成○○年度 ○○○○学部 前期試験・補講実施計画 

教員名  （学科： ） 提出用 
１．補講実施計画    ～詳細は別紙をご参照ください～ 

 

補講実施予定 学科 学 年 科   目 名 実   施 日 備 考 

有・無 
   月 日 （ ） 限 目  

有・無 
   月 日 （ ） 限 目  

有・無 
   月 日 （ ） 限 目  

有・無 
   月 日 （ ） 限 目  

 

 

 

 

 

 

 

 
２．試験実施計画    ～詳細は別紙をご参照ください～ 

※定期試験期間以外で、試験を実施される場合は、事前にご相談ください。 

※日程調整の都合上、必ずしもご希望の日時にならない可能性もありますので、ご了承下さい。 

 
学 科 学 年 科 目 名 試 験 実 施 実 施 希 望 日 補助監督の希望 備 

   有・無・レポート 月 日 （ ） 限 目 有( 人)･無  

   有・無・レポート 月 日 （ ） 限 目 有( 人)･無  

   有・無・レポート 月 日 （ ） 限 目 有( 人)･無  

   有・無・レポート 月 日 （ ） 限 目 有( 人)･無  
       

②追試験・再試験の実施について 

③課題・レポート提出について 

 

  ５．定期試験・成績評価について  

①定期試験実施に伴う調査 

（１）定期試験実施について 
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 成績評価は、シラバスに明示する授業科目の到達目標に則し、厳格で一貫した成績評価を行うこと

によって学修者の目標達成への動機を高めるためにあります。 

成績の評価基準は、以下のとおりです。 

 

 
 
 

 また、学生に対して成績を開示した後、学生から成績に対する問い合わせが生じることがあります。本学

では、厳正な成績評価の取組として、学生から問い合わせがあった場合には評価の詳細を 開示して

いただくこととしています。 
 

①UNIVERSAL PASSPORTへログイン後、「採点登録」タブより採点登録を行って下さい。 

 

 
 

②「採点登録」をクリックすると担当している授業が表示されます。科目名をクリックして下さ

い。素点入力画面に切り替わります。 
 
 

 

※UNIVERSAL PASSPORTへログイン方法はP.23をご参照下さい。 

秀 90 点以上 100 点 

優 80 点以上 90 点未満 

良 70 点以上 80 点未満 

可 60 点以上 70 点未満 

不可  60 点未満 

① 

②UNIVERSAL PASSPORTへの成績入力 

② 

・成績の点数は、0～100の整数を入力して下さい。 

・素点入力後「確定」ボタンを押して下さい。 

※確定ボタンを押した後でも、変更は可能です。 

（２）成績評価について 

①定期試験実施に伴う調査 
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 ＧＰＡとは、グレード・ポイント・アベレージの略で、成績評価を数値化したものです。 

 ＧＰＡは、学期・学年ごとに算出し、算定方法は次のとおりです。 

 
 

◎ＧＰＡの活用 

 ①２学期連続してＧＰＡ値が１．０を下回った場合、学科長は学生に対して学修指導・生活指

導を行い、改善が見られない場合には退学を勧告する場合があります。 

 ②在学期間中の成績が優秀な学生に対して育英褒賞を授与する場合、判定基準としてＧＰＡ 値

を使用します。 

 ③学生に対しては、自身の学修成果を振り返る指針として活用するよう説明しています。 
 
 

  

 本学では学外学修の実施に関して、以下の申し合わせがありますので、ご注意ください。 

 
 

尚絅大学・尚絅大学短期大学部における学外学修に関する申し合わせ 

１．授業内容に関する事項 

(1) 学外学修を行う場合は、シラバスの講義内容欄に学外学修を行うことを必ず明記し、当該

科目の初回授業日に受講生へ周知すること。 

(2) 一科目あたりの学外学修実施回数は、原則１回とし、学外学修の実施時間に関わらず、授業

回数１回分とする。 

(3) 原則１回としない科目（卒業研究及び卒業研究に類する科目、文化言語学部のサービス

ラーニング領域科目、及び現代文化学部の共通実践科目の演習及び実習科目、並びに地域

コミュニティ創造関係演習Ⅰ・Ⅱ）は、下記2の(1)及び(2)の手続きを踏まえて別に定める。 

(4) 学外学修は、原則当該科目が開講される通常時間帯に実施することとし、受け入れ施設の

都合等によりやむを得ない場合は、土曜・日曜・祝日の実施も可とする。 

(5) 交通費等の必要経費がある場合は、シラバスの備考欄に必ず明記する。 

 

２．事務手続きに関する事項 

(1) 学外学修を行う科目（上記1の(3)の科目を含む。）については、学外学修を行う前年度中に

当該科目を開設する学部・学科教務委員会及び教授会でシラバス内容を確認する。 

(2) その原案について、尚絅大学・尚絅大学短期大学部教務連絡協議会において学外学修実施の

可否を判断する。 

(3) 学外学修の詳細な計画（日時、場所、参加者、引率者等）については、学外学修実施前に

必ず起案を行い、学部長又は学科長の決裁を受けること。 

（２）GPAとは 

（秀４×修得単位数）＋（優３×修得単位数）＋（良２×修得単位数）＋（可１×修得単位数） 

（３）学外学修について 

総履修登録単位数 
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建物 階 講義室名称 座席数 
マイク 

アンプ 

プロジェ 

クター 
スクリーン ビデオ ＤＶＤ ＢＤ ＴＶ 

１号館 2 1201号室 100 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

１号館 3 1301号室 48 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１号館 3 1302号室 48 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１号館 4 栄養調理実習室 － △ 
（ポータブル） 

× × × × × × 

１号館 5 栄養教育実習室 － × ○ ○ ○ ○ × ○ 

１号館 6 
食品加工・ 

食品学実習室 － × × × × × × × 

１号館 6 臨床栄養実習室 － △ 
（ポータブル） 

○ ○ × × × × 

２号館 1 給食管理実習室  ○ ○ 
（ポータブル） 

○ ○ × × × 

２号館 3 情報処理教室１ 45 ○ ○ ○ × ○ ○ × 

２号館 3 情報処理教室2 45 ○ ○ ○ × ○ ○ × 

２号館 4 講堂 225 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

３号館 2 3201号室 69 △ 
（ポータブル） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３号館 2 3202号室 72 △ 
（ポータブル） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３号館 3 3301号室 165 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

４号館 1 第2調理実習室 － ○ × × × × × × 

４号館 2 衣服実習室 － × × ○ × × × × 

４号館 2 デザイン演習室 － × ○ 
（ポータブル） 

○ × × × × 

５号館 1 第3調理実習室 － ○ 
ポータブル併用 

× ○ ○ × × × 

５号館 2 5201号室 64 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

５号館 2 染色実習室 － ○ × ○ × × × × 

５号館 3 
生化学食品化学 

実験室 － ○ × ○ × × × × 

５号館 3 
食品衛生・解剖 

生理実習室 － ○ × ○ × × × × 

６号館 1 食品加工実習室 － ○ × × × × × × 

６号館 2 6201号室 90 ○ ○ ○ × × ○ ○ 

６号館 2 6202号室 45 × × × ○ ○ ○ ○ 

管理棟 2 管201号室 250 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
（後方４台） 

管理棟 3 管301号室 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

管理棟 3 管302号室 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

管理棟 4 管401号室 120 ○ ○ ○ × × × × 

管理棟 4 管402号室 120 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

①九品寺キャンパスの講義室と設備概要 

（４）講義室の設備・備品について 
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建物 階 講義室名称 座席数 マイク 
プロジェ 

クター 
スクリーン ビデオ ＤＶＤ ＢＤ ＴＶ 

短大１号館 1 図工室 48 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

短大１号館 2 音楽教室 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

短大１号館 2 リトミック室 － ○ × × ○ ○ × ○ 

短大２号館 1 第１講義室 60 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

短大２号館 1 第２講義室 32 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

短大２号館 1 第３講義室 42 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

短大２号館 2 視聴覚室 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

短大２号館 2 第５講義室 180 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

短大３号館 1 調理実習室 － － － － － － － － 

短大３号館 4 試食室 44 － － － － － － － 

短大３号館 2 第６講義室 180 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

大学１号館 1 第１講義室 66 ○ × × ○ ○ ○ ○ 

大学１号館 1 第２講義室 47 ○ × × ○ ○ ○ ○ 

大学１号館 1 第３講義室 48 ○ × × ○ ○ ○ ○ 

大学１号館 1 第４講義室 60 ○ × × ○ ○ ○ ○ 

大学１号館 2 学修支援センター 24 × ○ ○ × × × × 

大学１号館 2 第６講義室 320 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

大学１号館 3 第７講義室 16 × × × ○ ○ × ○ 

大学１号館 3 第８講義室 28 × ○ ○ ○ ○ × ○ 

大学２号館 1 第１０講義室 108 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

大学２号館 3 生物学教室 － × × × × × × × 

大学３号館 1 第１１講義室 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

大学３号館 1 第１２講義室 88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

大学３号館 3 情報処理教室１ 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

大学３号館 3 情報処理教室２ 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

管理棟 5 大講義室 379 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

②武蔵ヶ丘キャンパスの講義室と設備概要 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆ 作成・監修 ◇◆◇◆◇◆ 

尚絅大学・尚絅大学短期大学部 

教務連絡協議会 
 

＜九品寺キャンパス＞ 

〒862-8678熊本県熊本市中央区九品寺 2 丁目 6-78 

 TEL096（362）2011 FAX096（363）2975 

＜武蔵ヶ丘キャンパス＞ 

〒861-8538熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北 2 丁目 8-1 

 TEL096（338）8840 FAX096（338）9301 
 


